
※ＤＣとは Defined Contribution＝確定拠出年金の略です。　　　　　　　　　　　　平成１６年９月　３日
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としており、
退職給与規程の改廃による資産移換の場合は、そ退職給与規程の改廃による資産移換の場合は、そ退職給与規程の改廃による資産移換の場合は、そ退職給与規程の改廃による資産移換の場合は、そ
れに先立って退職給与の増額等が行われたものかれに先立って退職給与の増額等が行われたものかれに先立って退職給与の増額等が行われたものかれに先立って退職給与の増額等が行われたものか
どうか、企業年金への移換の額及び時期、改正理どうか、企業年金への移換の額及び時期、改正理どうか、企業年金への移換の額及び時期、改正理どうか、企業年金への移換の額及び時期、改正理
由等から、客観的にみて当該規程の改廃による資由等から、客観的にみて当該規程の改廃による資由等から、客観的にみて当該規程の改廃による資由等から、客観的にみて当該規程の改廃による資
産移換が主として拠出限度額を超えて行うことを産移換が主として拠出限度額を超えて行うことを産移換が主として拠出限度額を超えて行うことを産移換が主として拠出限度額を超えて行うことを
平成１６年８月２４日付けで地方厚生平成１６年８月２４日付けで地方厚生平成１６年８月２４日付けで地方厚生平成１６年８月２４日付けで地方厚生（支）（支）（支）（支）
局長宛に、局長宛に、局長宛に、局長宛に、「確定拠出年金の企業型年金に係「確定拠出年金の企業型年金に係「確定拠出年金の企業型年金に係「確定拠出年金の企業型年金に係
る規約の承認基準等について」の一部改正等る規約の承認基準等について」の一部改正等る規約の承認基準等について」の一部改正等る規約の承認基準等について」の一部改正等
について通知され、平成１６年１０月１日施について通知され、平成１６年１０月１日施について通知され、平成１６年１０月１日施について通知され、平成１６年１０月１日施
行分から適用されることになりました。行分から適用されることになりました。行分から適用されることになりました。行分から適用されることになりました。
度への加入に関する最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。本資料は、岡三証券が信頼でき
と判断した情報源からの情報に基づいて作成したものですが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
た、本資料に記された意見や予測等は、資料作成時点での岡三証券の判断であり、今後予告なしに変更されることがあり
す。

確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認
準について準について準について準について（平成１３年９月２７日企国発第（平成１３年９月２７日企国発第（平成１３年９月２７日企国発第（平成１３年９月２７日企国発第
８号）」の一部改正について８号）」の一部改正について８号）」の一部改正について８号）」の一部改正について

紙１「承認要件」のなかで
拠出限度額」拠出限度額」拠出限度額」拠出限度額」につきましては今回の法改正によ
引上げが決まっていますので、
生年金基金の加入員、確定給付年金の加入者及生年金基金の加入員、確定給付年金の加入者及生年金基金の加入員、確定給付年金の加入者及生年金基金の加入員、確定給付年金の加入者及
適格退職年金の受給者等の者　１８適格退職年金の受給者等の者　１８適格退職年金の受給者等の者　１８適格退職年金の受給者等の者　１８,,,,０００円０００円０００円０００円を
３３３３,,,,０００円０００円０００円０００円に、上記以外の者　３６上記以外の者　３６上記以外の者　３６上記以外の者　３６,,,,０００円０００円０００円０００円を
６６６６,,,,０００円０００円０００円０００円としています。この点に関しては、
約に記載されている掛金額の上限が政令第１１約に記載されている掛金額の上限が政令第１１約に記載されている掛金額の上限が政令第１１約に記載されている掛金額の上限が政令第１１
で定める額」等、法令を引用している場合は、で定める額」等、法令を引用している場合は、で定める額」等、法令を引用している場合は、で定める額」等、法令を引用している場合は、
業主が加入者等に対してその額を周知すること業主が加入者等に対してその額を周知すること業主が加入者等に対してその額を周知すること業主が加入者等に対してその額を周知すること
努める旨規約に明記されていること。努める旨規約に明記されていること。努める旨規約に明記されていること。努める旨規約に明記されていること。
いう一文が加えられています。

た、「退職手当制度からの移換」「退職手当制度からの移換」「退職手当制度からの移換」「退職手当制度からの移換」につきまして、
換される額が、移換限度額をこえないこと。換される額が、移換限度額をこえないこと。換される額が、移換限度額をこえないこと。換される額が、移換限度額をこえないこと。
一文が削除されています。これに伴い、
業型年金の実施事業所の事業主に使用された期業型年金の実施事業所の事業主に使用された期業型年金の実施事業所の事業主に使用された期業型年金の実施事業所の事業主に使用された期
に拠出限度額に拠出限度額に拠出限度額に拠出限度額（※１）を乗じたものに、施行規（※１）を乗じたものに、施行規（※１）を乗じたものに、施行規（※１）を乗じたものに、施行規
第２９条第２項の規定に基づいて厚生労働大臣第２９条第２項の規定に基づいて厚生労働大臣第２９条第２項の規定に基づいて厚生労働大臣第２９条第２項の規定に基づいて厚生労働大臣
定めた率で付利した元利合計額定めた率で付利した元利合計額定めた率で付利した元利合計額定めた率で付利した元利合計額（※２）である（※２）である（※２）である（※２）である
と。と。と。と。
１　当該期間に係る厚生年金基金、確定給付企１　当該期間に係る厚生年金基金、確定給付企１　当該期間に係る厚生年金基金、確定給付企１　当該期間に係る厚生年金基金、確定給付企
業年金又は適格退職年金の給付を受給する業年金又は適格退職年金の給付を受給する業年金又は適格退職年金の給付を受給する業年金又は適格退職年金の給付を受給する
こととなる者　　　　　　　１８こととなる者　　　　　　　１８こととなる者　　　　　　　１８こととなる者　　　　　　　１８,,,,０００円０００円０００円０００円

　　それ以外の者　　　　　　　３６　　それ以外の者　　　　　　　３６　　それ以外の者　　　　　　　３６　　それ以外の者　　　　　　　３６,,,,０００円０００円０００円０００円
２　過去勤務期間に係る事業主掛金があるとき２　過去勤務期間に係る事業主掛金があるとき２　過去勤務期間に係る事業主掛金があるとき２　過去勤務期間に係る事業主掛金があるとき
又は既に移換を受けた資産があるときは当又は既に移換を受けた資産があるときは当又は既に移換を受けた資産があるときは当又は既に移換を受けた資産があるときは当
該額の元利合計額に相当する額を控除する。該額の元利合計額に相当する額を控除する。該額の元利合計額に相当する額を控除する。該額の元利合計額に相当する額を控除する。

一文も削除、これをもって移換限度額が撤廃され
した。次に（資産の移換を行うための要件として
認すべき事項）について「厚生年金基金、確定給
年金からの移換」の場合と「適格退職年金からの
換の場合」のほかに「退職手当制度からの移換「退職手当制度からの移換「退職手当制度からの移換「退職手当制度からの移換
場合」場合」場合」場合」が加えられました。これによりますと、
職手当制度からの移換の場合は、退職給与規程職手当制度からの移換の場合は、退職給与規程職手当制度からの移換の場合は、退職給与規程職手当制度からの移換の場合は、退職給与規程
改廃の年月日等を確認すること。改廃の年月日等を確認すること。改廃の年月日等を確認すること。改廃の年月日等を確認すること。

目的としていると認められないこと。目的としていると認められないこと。目的としていると認められないこと。目的としていると認められないこと。
と説明しています。さらに
（７）その他法令に違反する事項がないこと。（７）その他法令に違反する事項がないこと。（７）その他法令に違反する事項がないこと。（７）その他法令に違反する事項がないこと。
を（８）として、かわりに
（７）法第５条第３項ただし書きに規程するみな（７）法第５条第３項ただし書きに規程するみな（７）法第５条第３項ただし書きに規程するみな（７）法第５条第３項ただし書きに規程するみな
し同意に関する記載がある場合、重要な事項につし同意に関する記載がある場合、重要な事項につし同意に関する記載がある場合、重要な事項につし同意に関する記載がある場合、重要な事項につ
いてみなし同意とするものでないこと。いてみなし同意とするものでないこと。いてみなし同意とするものでないこと。いてみなし同意とするものでないこと。
という一文を加えています。

これについては
当該みなし同意が認められる事項としては、当該当該みなし同意が認められる事項としては、当該当該みなし同意が認められる事項としては、当該当該みなし同意が認められる事項としては、当該
変更に係る実施事業所の名称、加入資格、掛金又変更に係る実施事業所の名称、加入資格、掛金又変更に係る実施事業所の名称、加入資格、掛金又変更に係る実施事業所の名称、加入資格、掛金又
は運営管理手数料等があり、運営管理機関、資産は運営管理手数料等があり、運営管理機関、資産は運営管理手数料等があり、運営管理機関、資産は運営管理手数料等があり、運営管理機関、資産
管理機関の変更、代表事業所の変更等、重要な事管理機関の変更、代表事業所の変更等、重要な事管理機関の変更、代表事業所の変更等、重要な事管理機関の変更、代表事業所の変更等、重要な事
項が規定されていないこと。項が規定されていないこと。項が規定されていないこと。項が規定されていないこと。としています。

つまり、以前 DC NEWS（７月９日号）でお知ら
せしたとおり、「規約変更の内容が、すべての実施
事業所に係るものでない場合で、あらかじめ規約で
その変更に係る事項を定めているときは、その変更
に係る実施事業所以外の実施事業所についても同
意があったとみなすことができる」としたことに関
し、それ以外の変更には必ず同意を得なければなら
ないことを改めて喚起しているものでしょう。

そのほか、確定拠出年金企業型年金概要書の別紙に
つきまして
別紙１：実施事業所一覧
別紙４：適格退職年金からの資産の移換に係る必

要事項
別紙５：企業型年金規約変更届出書
別紙７：添付書類（届出）
が変更されています。

なお、確定拠出年金法等の法令に関する解釈を定め
た「確定拠出年金制度について「確定拠出年金制度について「確定拠出年金制度について「確定拠出年金制度について（平成１３年８月（平成１３年８月（平成１３年８月（平成１３年８月
２１日年発第２１３号）」２１日年発第２１３号）」２１日年発第２１３号）」２１日年発第２１３号）」の別紙「確定拠出年金「確定拠出年金「確定拠出年金「確定拠出年金
法並びにこれに基づく政令及び省令について法並びにこれに基づく政令及び省令について法並びにこれに基づく政令及び省令について法並びにこれに基づく政令及び省令について
（法令解釈）」（法令解釈）」（法令解釈）」（法令解釈）」につきましても、同様に一部改正が
行われています。

以　上


